
令和６年度 港北区会計年度任用職員（区政推進課広報相談係補助業務） 

募集要項 
 

１ 募集職種 

会計年度任用職員（区政推進課 広報相談係補助業務） 

 

２ 募集人数 

１名 

 

３ 職務内容 

港北区区政推進課広報相談係内の補助業務 

① 広報よこはま区版作成に関する補助業務 

② 広聴システムへの入力事務・区民からの問い合わせ対応補助業務 

③ 法律相談、司法書士相談、行政相談などの各種相談対応補助業務 

④ 課の庶務労務に関する補助業務 

※ その他、大規模災害発生時における災害対応業務（基本的に補助的な業務で、勤務時間

内のみ） 

 

４ 応募要件 

(1) 業務に関して必要な日本語での日常会話のほか読解能力に問題がなく、窓口や電話での

応対ができること 

(2) パソコンの基本的な操作・活用（Word、Excel、電子メール等）ができること 

(3) 地方公務員法第16条等に定める採用に関する欠格事由に該当しないこと 

（４） 令和６年４月１日現在中学校卒業以上の方 

 

５ 勤務条件等 

(1) 身分 

地方公務員法第22条の２に基づく会計年度任用職員  

(2) 勤務場所 

港北区役所区政推進課１階１番窓口 

（東急東横線 大倉山駅 徒歩７分） 

(3) 勤務日 

金曜日、土曜日、日曜日を除く週４日（祝休日、年末年始を除く） 

(4) 勤務時間 

８時45分から16時15分まで(休憩時間：12時から13時まで) 

(5) 雇用期間 

令和６年５月１日から令和６年５月31日まで 

(6) 給与 

時給 1,220円 

※制度改正等により金額は変更される可能性があります。 

通勤費用（実費相当額）を別途支給※上限あり 



(7) 休暇 

年次休暇等  

(8) 社会保険 

雇用保険 

(9) その他 

その他勤務条件等は横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例等の関

連規定に基づきます 

 

６ 応募方法 

応募期限内に指定の提出書類を、簡易書留での郵送、Ｅメールまたは窓口への持参で提出

してください。 

(1) 募集要項 

本募集要項「令和６年度港北区会計年度任用職員（業務）」の内容をよくご確認のうえご

応募ください。 

(2) 提出書類 

 ア 会計年度任用職員申込書（第１号様式） 

   写真を貼付してください。 

・写真は３cm×４cm 

・６か月以内に撮影のもの 

・正面向き・無帽で背景や影が無いもの 

・写真裏面に氏名を記入してください。 

 イ 作文（指定様式） 

 テーマ課題「仕事をするうえで大切にしたいことや心がけていること。また、自分の強み

や経験は志望する業務にどのように活かせると考えるか」について、指定様式に400文字

以内で記入してください。また、氏名は裏面に記入してください。 

今回提出された個人情報は、本件募集のためのみに使用します。また、提出された書

類は、合否に関わらず返却いたしません。当課で責任をもって処分します。 

(3) 提出書類の入手方法 

港北区ホームページからダウンロードできます。または港北区役所１階１番窓口で配布しま

す。 

(4) 提出先 

 ア  Ｅメールで提出する場合 

    ko-kouhousoudan@city.yokohama.jp あてに送付してください。 

メール件名は、「【応募】港北区区政推進課会計年度任用職員募集」としてください。 

 イ  郵送（簡易書留）する場合 

〒222-0032 港北区大豆戸町26-1 

港北区役所区政推進課 会計年度任用職員採用担当 宛に送付してください。 

 ウ  窓口へ直接持参する場合 

    港北区役所区政推進課広報相談係（１階１番窓口）へ持参してください。 

 (5) 応募期限 

令和６年３月25日(月) 17時必着 

mailto:ko-kouhousoudan@city.yokohama.jp


（窓口受付時間※：月曜日～金曜日／８時45分～17時） 

 

７ 選考方法 

(1) 一次選考 

申込書類を受付後、書類審査を行います。 

合否に関わらず、３月29日（金）までに結果通知を発送予定です。 

(2) 二次選考  

一次選考合格者を対象に面接を行います。 

〈面接日・場所〉 

令和６年４月８日(月) 港北区役所内会議室 

※集合場所、集合時間については、一次選考合格者にお知らせします。 

合否に関わらず、４月12日（金）までに結果通知を発送予定です。 

 

８ その他 

(1) 本選考において提出された書類は一切返却しません。また、応募書類以外のものは提出

しないでください。 

(2) 本選考に際して市が収集する個人情報は、採用選考及び採用に関する事務以外の目的

には使用しません。 

(3) 面接会場までの交通費は、自己負担とします。 

(4) 本選考による採用は、令和６年度予算が横浜市会において議決されることを停止条件とし

ます（議決されなかった場合は、選考に合格していても採用されないことがあります）。 

 

９ 問合せ先 

〒222-0032 横浜市港北区大豆戸町26-1 

港北区役所区政推進課広報相談係 会計年度任用職員 採用担当 

電話：045-540-2221、2222、2223 

Eメール：ko-kouhousoudan@city.yokohama.jp 
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